
令和６・７年度入札参加資格申請における主な改正点 

 

宇治田原町企画財政課 

【共通の改正点】 

◇申請書ファイル編さん方法の見直しを行いました。 

◇提出書類の見直しを行いました。 

①代表者の印鑑証明書（鮮明であれば写し可）の提出を追加しました。 

  ②資本関係に関する事項等の申告書の提出を追加しました。 

  ③チェックシートを様式として定めました。 

  ④前回申請提出書類の任意様式であった委任状、営業所一覧表、技術者経歴書を様式として定

めました。 

 

【建設工事に関する改正点】 

◇申請に必要となる資格として、健康保険、厚生年金保険又は雇用保険（以下「社会保険等」と

いう。）に加入していることを明記しました。（適用除外者を含みます。） 

◇提出書類の見直しを行いました。 

  ①工事経歴書の提出を不要としました。 

  ②社会保険等加入の確認ができる書類の提出を追加しました。 

  ③本町内の本店及び営業所等にあっては、建設業許可申請書写し（記載要領参照）の提出を追

加しました。 

 

【測量・建設コンサルタント等業務に関する改正点】 

◇提出書類の見直しを行いました。 

  ①測量等実績調書の提出を不要としました。 

 

【物品等・役務（一般業務委託）の調達】 

◇分類表において、「物品等」と「役務（一般業務委託）」を明確に区分しました。 

◇分類番号の見直しを行いました。 

  ①分類番号 12 は、公園用品等として「屋外遊具等」に見直しました。なお、学校等施設の屋

外遊具についても、当該番号に含むこととしました。 

  ②分類番号 13,14 は、写真用品に見直し、従前の「映画フィルム」は削除、「映写機等」は分類

番号 21 に含まれるものとしました。また、現像等、航空写真は役務の「撮影」分類番号 88,89

に追加しました。 

  ③分類番号 23 は、「電算機」から「パソコン、サーバー、ネットワーク通信機器等」に改めま

した。 

  ④分類番号 43 の洗濯は、役務の 96 に移動（新設）しましたので欠番としました。 

  ⑤分類番号 70 の清掃は、建物施設であって、廃棄物運搬処分については分類番号 90～95 を

追加しました。また、下水道管の清掃については、分類番号 75「上・下水道関連施設管理」

としてください。 



  ⑥分類番号 79 を「システム開発、構築、保守等」に改めました。（従前「電算、情報処理」） 

  ⑦分類番号 80 を「環境計量（水質、大気、土壌、騒音、水道水等）」に改めました。（従前「計

量、測定、各種証明」） 

  ⑧分類番号 84～86 を見直しました。（従前 84 は 97 へ、85 は 102 へ、86 は 103 へ） 

◇分類番号 84～103 の追加（新設）を行いました。 

  ①分類番号 84 は、「計画策定（環境、健康、まちづくり、防災等に関する企画、立案、計画等

の策定）」として追加しました。（従前 84「速記、原稿作成等」は 97 に移動（新設）） 

  ②分類番号 85～87 は、「デザイン・製作」として追加しました。（従前 85「その他技術的専門

業務」は 102「その他業務」として移動（新設）） 

  ③分類番号 88～89 は、「撮影（写真撮影、プリント、航空撮影）」として追加しました。 

  ④分類番号 90～95 は、「廃棄物処理」として追加しました。 

  ⑤分類番号 96「洗濯」は、従前番号から移動（新設）しました。 

  ⑥分類番号 97～103 は、新設又は従前番号から移動（新設）しました。 

  

 ※ 分類番号について、今回、以上の見直し等を行いましたので、申請書作成に当たっては、「物

品等・役務（一般業務委託）分類表」を十分確認してください。 


